
 

佐賀市公共事業評価実施要綱  

 

（目的） 

第１条  この要綱は、市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の事前評

価、再評価及び事後評価（以下「事業評価」という。）の実施に関し必要な事項等を定め

ることにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図り、もって市が実施す

る公共事業の適正な執行を図ることを目的とする。 

（事業評価の対象事業範囲） 

第２条 対象とする事業は、国土交通省、農林水産省、厚生労働省等が所管する公共事業のう

ち、佐賀市が事業主体となって実施する補助事業等とする。ただし、維持・管理に係る事

業、災害復旧に係る事業等を除くものとする。 

（事業評価の対象事業） 

第３条  事業評価の対象とする公共事業は、次に掲げるものとする。なお、ここでの「事業採

択」とは、「事業費の予算化」のことをいう。 

(1) 事前評価の対象事業 

国の要領等で事前評価の実施が規定されている事業 

(2) 再評価の対象事業 

ア 事業採択前の準備・計画段階にある公共事業で５年間を経過するもの 

イ 事業採択後５年間を経過した時点で継続中の公共事業 

ウ 事業採択後５年間を経過する時点で着工できないことが明らかな公共事業 

エ 再評価実施後５年間を経過した時点で継続中又は未着工の公共事業 

オ 社会経済情勢の変化、住民要望の変化、事業の円滑な推進を図る上での課題等によ

り再評価を実施する必要があると認められる公共事業 

(3) 事後評価の対象事業 

ア 前号に規定する再評価を実施した事業 

イ 国の要領等で事後評価の実施が規定されている事業 

（事業評価の実施時期） 

第４条  前条に定める対象事業に係る事業評価の実施時期は、次のとおりとする。 

(1) 事前評価の実施時期 

国の要領等で規定されている期日までとする。 

(2) 再評価の実施時期 

ア 前条第２号アからエまでに該当する事業にあっては、同号アからエまでに定める期

間が満了する年度の翌年度末までに実施するものとする。 

イ 前条第２号オに該当する事業にあっては、適宜速やかに実施するものとする。  

(3) 事後評価の実施時期 

補助金等の交付期間が終了する年度の翌年度末までに実施するものとする。 



 

（事業評価の実施）  

第５条  各公共事業担当部局は、それぞれ次に掲げる事業評価の基本的な視点を踏まえ、その

所管する公共事業ごとに事業評価を実施する際の指標及び対応方針を決定する際の判断基

準（以下「評価手法」という。）を定め、当該評価手法に基づき事業評価を実施するもの

とする。 

(1) 事前評価の視点 

ア 事業の必要性 

イ 事業の有効性 

ウ 事業の効率性 

(2) 再評価の視点 

ア 事業の必要性等 

イ 事業の進捗の見込み 

ウ コスト縮減や代替案立案等の可能性 

(3) 事後評価の視点 

ア 事業効果の発現状況 

イ  目標の実現状況 

ウ 改善措置の必要性 

（事業毎の実施要領） 

第６条 前３条については、国において当該事業を所管する省庁から、別に実施要領等が示さ

れた場合は、その要件に従って行うものとする。 

（佐賀市公共事業評価監視委員会） 

第７条  事業評価の実施に当たり第三者の意見を求めるため、佐賀市公共事業評価監視委員会

（以下「委員会」という。）を設置するものとする。 

２  市長は、事業評価の実施に当たっては、委員会の提言を尊重するものとする。 

（事業評価に基づく措置） 

第８条  市長は、事業評価を実施したときは、その結果に基づき必要な措置を行うものとする。 

（事業評価の結果等の公表） 

第９条  市長は、事業評価の過程及び結果並びに対象事業に係る対応方針を公表するものとす

る。 

（雑則） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、市長が定める。 

附  則 

この要綱は、平成１８年６月２７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年５月６日から施行する。 

  附 則 



 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 


